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令和８年度入学生対象 ＢＹＯＤ導入にともなう学習用端末の準備について

秋田県立角館高等学校長

本県県立高校においては、新型コロナ感染症の流行をきっかけに生徒の学習機会を保障
するために、またＩＣＴの活用による質の高い学びの充実のためにＧＩＧＡスクール構想
を実施しました。生徒１人１台端末を整備し、授業での情報検索等の学習活動、日常の連
絡や資料の配付など、学校生活全般で活用しております。その１人１台端末について、本
県では令和９年度からＢＹＯＤ（BringYourOwnDevice）を導入する予定となっております。
各自で端末を購入するなどして、学校で使用することになります。
本校では令和９年度のＢＹＯＤ導入に向けて、移行措置として、令和８年度入学生徒に

対して個人が所有する学習用端末（ＰＣやタブレット等）を教育活動に活用してもよいこ
ととしました。
つきましては、次に示すガイドラインを参考にしながら、個人端末の準備について検討

をお願いします。

＜ガイドライン＞
１ 使用する端末について

教育用モデルもしくはＧＩＧＡスクール構想対応モデル

２ その他
・ＢＹＯＤの今後のスケジュールイメージ

・令和８年度入学生（令和７年度中学校３年生）は、令和９年度（２年次）に自分
用の端末を用意することになりますが、１年次（入学時）から自分用の端末を用
意し、学校に持ち込むこともできます。

・学校に持ち込むことができる端末は、学校に使用登録申請をしたものに限ります。

※詳細は、入学生説明会にてお知らせします。


